
3・入院診療と共に外来診療にも多僻種チーム治療を導入し．た場合の医療費算定  

の方法と実際の検討を開始する  

4．診療報酬設定の指針を得るために∴精神科入院治療に要する平均的な日数を   

主要な疾患について駒査し．看護基準10：1，13：1に対応する適切な在院日  

数を検討し，また重症度の影響の有無も調査する  

5．自治体に設ける予定の，診療機関評価委員会モデル的試行を行う  

6．児童思春期精神障害，薬物依存症．認知症，身体合併症，ストレス関連疾患   

（遷延うつ病，摂食障専など），自傷大量服薬等の専門外来・入院診療施設の  

地域エリア別の必要数の調査を行う．  

うつ病については，戒CT治療をはじめ，多職種による多面的な働きかけが必須であり，  

診療報酬上の加算をつける．  

③ 依存症  

今年度より重度アルコール依存症患者の入院治療に対して診療報酬加算がなされた  

が，薬物依存症患者に対しても同様の加算が必要である．また．薬物依存症患者にも  

同様の加算が必要である．  

また，研修を受けた多職種が，当事者・家族の参加の下に依存症治療計画を作成した  

場合，ならびに，地域関連機関（保健所，保健宿祉センター．保護観療所など）や民  

間回復施設との定期的なケア会議の開催を伴った外来治療に対しても，診療報酬の加   

算をし，地域の依存症支援ネットワーク構築を促進する・  

庄）身体合併症  

総合病院精神科病床の一般医療化までIも 総合病院精神科の1人1日当たりの入院診  

療収入を内科外科などの一般診療科と同じレベルに引き上げる．救命救急センターを  

有する総合病院に精神科病棟を設置できるような補助金制度等の行政的支援の措置を  

講じる．  

8．よりよい精神科診療を実現させるための研究の実施   

よりよい精神科診療を実現させるためにl文部科学省による基礎研究に加えて，厚生労働  

省は，新たな治療法開発や適切な診療が行われるようにするための臨床研究を促進する．当  

面，主要精神疾患の治療ガイドラインの開発と∴施策の基礎賃料として必須の疾患および診  

療に関する疫学データの集積を重点的に促進すべきである．疫学研究データにiも楕神疾患  

の脳科学的分子生物学的解明のリソースとなる研究資料バンクも含まれることが望まれる．   

さらに．出生コホート研究を全医学・医療分野の協力によって立ち上げ，日本人の生涯  

精神保健データを得ることが，エビデンスペーストの榔申保健・医療施策を行うために必  

要である．  

H．牧羊を縫絶して充威するために必丁となること   

専門医療についても当事者・家族のニーズを主軸に考え，当事者・家族が治療チームに  

よる治療計画作成や，診療機関の評価を評価委員会に参加して行うようにする．そしてそ  

の治療成韻や評価を公開し，透明度のある治療を育てていくことが，専門医療の発展して  

いく土壌になる．   

評価委員会はまた．2年ごとに捷音が実施されたか，どの程度実施されその効果はどの  

程度であるか，実施されていない場合，どのような方迭で実施して目的を達成するかをま  

とめて，厚生労働大臣に報告し，報道関係等を通して国民に報告する．厚生労働省はその  

結果を反映した施策を実地する．  

F．故事を実施するために必事となる法的な轟■   

多職種チームによる診撹活動に対する法的整備が必要になる．  

G．故事を政策として■輸するために必事となること  

＜1年以内＞  

1．認知行動療法（C8T）の研修の標準化をはかる．CBT研修の組軌プログラム  

専の実情を調査し，棲準化に向けた研修組織とプログラム内容の検討をただ  

ちに開始する  

2．精神科医療における薬物療法の適正化を急激に促進するために．入院診療だ  

けでなく，外来診療においても抗精神病薬単剤治療を促進する診療報酬加算  

の検討を開始する  

こころの健康政策構想全滅 WG報告集  
ニごうレワ潜厨脛建●’さ・ごチごく唱二丸敢宥／ニ／  

こころの隠康政策構想会議 鵬朝告集  
三オ慮厨仁ふきわいl鰐押勝鰭；解禁▼一首てて  

／ニこさの伊厨〝－悉躍ノ鼠窟蔚でせ藩．許心＃登頂眉墨楼   



A．当事著一輪のニーズ  

エピソード1   

粛／こ釘きこあクどこにあ彷かなレt人銘泉銘棚虐丁いる，新劇げを求め丁よいかわ  

からか－．或好・束人～邑にヌ♪レスノ科看い．或凍ばβガの人生をあきらめるしかない冴  

腰にガかれでいる．しかし，慶済も肴ぎをもっで全きていきだい．  

エピソード2   

メ酪∂腑し，挽釦、嘲／ごつながゥ虎カキ変わっ丁んまっ足掛＝／御子心  

中を考えたか．身分ば子どあをだめ仁Lた瑚なのれ慮威と度盛眈厨のゎからか、不  

慮が為った底痴鱗邸で成痛感払着げられヂ．安定Lた虐め鹿野をやめたその厳君序農  

j痢好を朝野L，麟・願Lでいてめ序芳L，彪碧の中仁あっえ底脚て離合御  

題鈴があれば腰の摩夢を感材できえのでぼか、か筋の子ど軋が釘きご邑っ虎ク．塵  
夜逆転んで藤野馳せぐてめ何句貢好8ない．  

コエピソード3   

2♂乾乾磨繍こ入学し虎鬼乾彪がJ卒だけ妹み加、と，そLてづ／きこもク′昼  

夜感転過食‥…・この顔をだね仁め知られないうち正孝ぐ元に房■L虎いと厨う愚かな皮雛  

つえ脚仁庁ぐこと職つかヂ児脚でぽこの或遼をら勉の子め裁許すると言  

ゎれ虜の勅許のまずさ淵されゑ．都筑虔好gβ上野のス通好あ顔ク彦L度．初めて凝・  

余熱紺と碧げらゎたの臓∫2g廟の碑應許な筒野敏感ごL，泉好あ産れTLgった  

疾慮訝の尿抑ユら衷度会あ綻介きれ励の穿たちの生きざま叡如ク，盈立感から疲われた  

エピソード4   

虜宥の兄弟と偽賠れ瑠らんでい∂メjこ いつめd威し丁いる．兄弟保全暦や彦務が運  

タカ均分訝L尤いと居っでも大きな戯扱が揚∂．きガめ幸せ仁兄弟あ幸せだと居タメミ  

効≠診観 脚な貞超がある．題亡きあとば，兄弟が二名∂といぅの腰レい．  

エピソード5   

遜瘡Lた弟の甜緒仁代ゎってみ丁きた．靡いて二者を炭者Lできた虜のこと仁j駒野  

がとられて廟庁とか番い、ことを友人とすることあ少なく．発い、ことがわからない感  

Lさメゞある．  

エビツード6   

局勅Jごぐなク，∂2ノ炭碩盈屁の詔メ凋ん丁いる．度々ガム磨だ  

エピソード7   

粛がJβ虜の辟疫綴♂甥窟した富ぎLケ戯の中で卓彦LTいた．虜の療宥を炭労L  

rくカ∂人ば訝如せかっ虎．厨ば身分の不安て撃ぎ一計レ幻一点持ち定点づカーヂ ββ牢  

以上たって気づ乳．大泣きした．  

こころの健康政策構想食害耗 WG報告鑑  
＿三夫’虎屋にふさわい1精神煤塵圧瀕壌．賓で  
「ごこきの伊原′か磨■超ノぎ虜巌でき表意ムー辻妥の裏書写   

家族（介凛者）支援鴨   

【目撫〕当事者を介讃す古家族を地域社会として支援  

要旨   

入焼中心の精神科医療の中で，地域での社会的支援が圧倒的に不足するわが国で．  

精神疾患のある人の介護（支援）の主な抱い手は家族（介護者）であった．そして．  

精神保健福祉法における保護者制度はさまざまな役割を家族に課してきた．その上  

精神疾患や療養についての正確な情報は極めて乏しく，家族（介護者）自身も混乱・  

不安の中で．手探りで介護・支援を行ってきた．家族（介護者）は精神疾患のある人  

の重要な支え手であるが．家族（介護者）自身も社会的に孤立しやすく，精神的・身  

体的・経済的な支援が必要である．   

家族く介護者）も当事者とともに地域の中で孤立せず，自分の人生をあきらめずに  

送れるように家族支援の具体的な方法について濃言する．  

1．家族く介護者）への実態とニーズ調査  

2．精神保健法による保護者制度の廃止  

3．家族支援専門員の養成と配置  

4．医療機関での家族相談の実施  

5．住まいの確保，医療と福祉が連携したケアマネジメントに基づく支援システムの  

構築．地域格差のない社会資源の配置  

6．家族会への支援  

提言起草委負：伊勢田兎．堀江紀－，増田一世  

協力委員：野村忠良 岡田久美子，島本禎子，川崎洋子，松沢勝，椎名払井手宏  

野村義子．小笠原勝二 眞壁博美．沼田光子  

こころの健康政策構想会議 WG報魯集  
－‘ごこ訃動鑑庶療慮り吉工牒■の嘉應政眉㌍．／  



③ 若い家族（介護者）は，身近な人の発症で不安定になりやすい．若い家族（介護者）  

に病気についての正しい知織を伝えたり．学習の手助けやゆっくり話を聴くなどの支  

援が必要だ．  

④ 緊張状態の介護が続くと，家族（介護者）も疲れてしまう．家族（介護者）自身が疾  

患を抱えていることもある．家族がゆっくり休めて，自分の話を聴いてもらえる，安  

心できる揚が必要だ．家族が休養をとっている時には，発症した家族を見てくれる人  

がほしい．  

⑤ 発症した人が家族から離れても暮らすことができる支援が必要だ．そして，家族には  

その様子を知らせてほしいし，家族の支援が必要なときは，関わりたい．  

エピソード8   

2J炭で不勲狩ぎを発症 7，β．分の慶粛の噸／野で他野っカニと，貫いたいごとメ壮く  

さんあって好ん財乙なかっえ 粛での人脚仁邑ノ野っでい乙 掛め一診療着まで栗て  

るらっ℃兵術仁屠好LTぁらった甜の巌カなし／こばちっと長方伍しでいたと居ク．   

精神疾患の症状によって，コミュニケーションや人間関係に困難を生じるという特徴が  

あり．身近にいる家族は本人への支授に多くの困難を抱える．さらに精神疾患への偏見・  

差別によって，社会とのつながりが断たれ．本人・家族は孤立しがちである 

また，精神疾患は，回復に長い時間が必要であり，場合によっては疾患に起因するさま  

ぎまな障害を抱えることになる．病気や障害を抱え生きるために社会的な支援に結びつけ  

ることも．経済的な負担も家族（介護者）が担うことになる．   

本人が保健・医療・福祉の支援に結びついたとしても．家族相互の絆は本人・家族（介  

護者）にとってもかけがえのないものである．発症して混乱した家族全体の支援，家族関  

係の調整が必要だ．  

1．傭見・差別の除去  

① 偏見・差別を除去するためにも精神疾患についての正しい知織を多くの人に知っても  

らうための思い切った取り組みが必要だ 

（診 精神疾患があっても適切な治療や支援があれば．地域で暮らせることを家族・本人が  

理解できるように伝えていく 

2．医療へのニーズ  

① 入院中に本人が病気を理解し，服薬を継続することの必要性，回復への道筋について  

理解し，退院後の生活が送れるようにしてほしい．そのために発症した本人と家族に  

対し，医療機関で疾患についての正しい情報．適切な療養についての丁寧な鋭明と情  

報が提供されること．  

② 精神科以外の疾患についても安心して受診できるようにしてほしい 

③ 本人とは別に家族（介懐者）の相談にも乗ってほしい．  

④ 離れて暮らす家族にも本人の状態や治療方針などを知らせてほしい．  

3．家族全体への支援ニーズ  

① 発症時には，家族全体が混乱している．家族の話を聴いたり，発症していない家族に  

病気のことをわかりやすく知らせたり，不安な気持ちを受け止めてほしい．ことに若  

い家族（介護者）は一親や兄弟の発症に遭遇し，家族全体の混乱に巻き込まれて生活  

を送っている．若い家族（介護者）への支援も重要だ 

② 引きこもっている人の支援は一手に家族が引き受けている．家族も疲弊してくる・そ  

んなときに本人へのぬくもりのある帯りかけと傾嵐家族の代わりに本人と外出する  

などの坊間支援が必要だ 

こころの健康政策構想会場 WG報告集  
こご・さ。つJ皆靡渡世■’ぎご矛ごり遼東鮒にノ  

B．現状の分析と故事眉糠のせ定  

1．社会の偏見一差別   

精神疾患の発症は，家族に原因があるとする社会，医療・福祉・行政関係者尊からの偏  

見・差別が根強くある．その中で，家族（介護者）は発症した子や兄弟姉妹等への長期に  

わたるケアにエネルギーを注がざるを得なかった．  

2．国の制よ，法律の不傭   

偏見を助長してきた背景には，法律の中で家族に治凍を受けさせる義務・自傷他害防止  

の義務を定め，家族にその責任を長年負わせてきたことがある，現在の精神保健福祉法で  

は，保護者として，精神障害のある人に治猿を受けさせる役割，介粗社会防衛等の主要  

な役割を負わせている．現行の保護者制度は，本来公的に保障されるべき事柄を家族の責  

任に帰し，家族に犠牲を強いてきた．  

3．医務の間照  

① 社会の中に精神疾患への正しい知識が広がっていないことや，閉鎖的な精神病棟の存   

在や入院中心の医療が偏見を助長してきた．  

② 発症から適切な治療に結びつくまでに時間がかかり，疾患や障害が重度化している．  

③ 医療法施行規則19灸によって精神病床の職員配置は少なくともよい（精神科特例）  

とされている．精神科病院の中で人間らしい放いを受けられず．精神科病院の申にこ   

そ，もっとも偏見・差別があり，入院したことで自らの人生が終わったと感じた人も   

多い．現在の精神科病院のあり方が，精神疾患の回復を妨げ，家族（介護者）への負  

担を増している．  

④ 一般の医療を規定する医療法では，精神病患者を精神病室でない病室に入院させない   

（医療法施行規則弟10粂）としており，精神障害のある人は一般医療のサービスを   

享受できないという結果になっている．その結果，どのくらいの人が実際の被害にあ  

っているか，その実嘘は把握されていない．  

こころの健康政策構想会議 略祁億欄  
三大腐悪／ニふきわいl緒神原偲匠替戊′居で、  

′′◆ごこ責の鎗厨仇倉敢ノざ虜靡でせる安心差亡詮己つ宮野を   



5．家族会活動が回動こ有効であり，大切であることを観め，支援する   

家族同士の支え合いは．家族を孤立させず，回復に有効である．しかし，家族会活動を  

支える基盤がぜい弱で，会の運営に苦慮している．支え合いの活動が広がっていくた捌こ  

も，家族会への経済的・人的支援が必要だ．  

C．向■解決のための根拠やエビデンス  

1．早期支援・家族支援のニーズ開査報告書（1485人の家族からの提言）   

2009年に東京都精神医学総合研究所と世田谷さくら会による調査では家族支援の必  

要性について，以下の結果が明らかになっている．  

① 2人に1人の家族が，惰頼できる専門家に出会えていないか，出会うまでに3年以上  

かかっている．  

② 本人の介護のために40％以上の家族が職業生活の継続に困難をきたしており．家族  

の3人に1人が自殺を考えたことがある．  

③ 70％以上の家族が，家族を専門的に支える専門家が不足していると回答し，家族支  

援の専門家の配置．経済的支援，家族が休養できる施設の整備を求めている．  

2．精神障害者の自立した地域生活を推進し．家族が安心して生活できるようにす  

るための効果的な家族支援等の在り方に関する憫ま報告書（4419人の意見）   

2009年に全国精神保健福祉会連合会は上記の調査を実施し，以下のような結果が明  

らかになっている，  

① 本人の病状が悪化したときに，本人がいつ開襟を起こすかという恐怖心が強くなった  

64．8％，家族白身の精神状態・体調に不鯛58．7％，仕事を休んで対応する4   

7・3％，家族が身の危険を鱒じた30・9％となっている・約半数の家族が近隣と  

のトラブルなどが生じ，孤立感を覚えたことがあると回答している．  

② 家族を対領としたサービスがほとんどなく，8割以上の人が家族が定期的に相談でき  

る専門家，訪問してくれる専門家を求めている．  

③ 専門家に対して．本人の自立の準備のための働きかけ（62．4％），診察時や必要に  

応じて病状や治凍，回復の見通しの説明（58．1％），本人の病状が悪くなったとき  

に防閏し，危機状態を脱するまでの支援（53．2％）を求めている．  

④ 8割の家族が本人と同居しており，約3割の人が何の支援にもつながらず．家に引き  

こもっている．  

⑤ 家族は高齢化への不安（84．1％），家族の病気（56．5％），収入の減少（52．  

3％）といった将来への不安を抱えている．  

3．英国における家族支援の取り組み   

英国のジョー・スミス博士（臨床心理士・英国国営精神保健発展ユニット（英国国立精  

神保健朋発機構），全国共同早期介入責任者）は，家族支援の必要性を次のように述べている，   

多くのサービスユーザーが家族と同居し，あるいは密に連絡しながら生活している．サ  

ービスユーザーの状況を理解するには家族との接触が必須であり，家族は患者にとって何   
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も＋教育機湘の問題   

学校教育期間での発症が多いにもかかわらず，教育関係者，保護者に蹄神疾患の正しい  

情報が届いていない．発症から治療に結びつくまでの期間が長く，その間の家族の負担は  

大きい．未治療期間が長いこと，治療中断による再発・重度化が，家族（介護者）への負  

担を増している．  

6．社会の支援システムの問題   

障害や疾患のある人を支援するのは，家族の斉任だとしてきた社会のあり方の中で家族  

は疲弊してきた 

誰とどこで暮らすかを選択する権札地域で孤立せずに暮らすために必要な支擾を受け  

る権利を行使できない社会支援システムの不備がある．  

く故事目橿の校定＞  

1．梓神疾應のある人・家族を孤立させないための家族全体盈支援する仕組の構築   

家族（介護者）は，家族の中で病気や障事のある人が生じることで．精神的な不安や悩  

みを抱え，介護のた捌こ仕事を辞めたり，兄弟姉妹が進学を断念するような状況も生じや  

すく，経済的な問題も抱えることがある．疾病や障害のある人や家族を孤立させないため  

には，社会全体が精神疾患への理解を深め，必要な支援を社会全体が積極的に行うという  

考え方を基本にした支援体制を構築していく．具体的に露も 家族が安心して相談できるこ  

と．支援や介附こ身体的・精神的に疲労した家族がゆっくり休養がとれ，余裕をもって介  

護や支援ができるような支援者や支援機関が必要だ．   

同時に家族全体を支援し，必要に応じて家庭に支援を届ける仕組みを創設していく．そ  

うした仕組みが整うことで，回復を支援することが家族（介護者）にとって．やりがい，  

張り合いと感じることを可能にする．  

2．家族（介護者）の意見を治療に反映させ，医療機関での家族（介護者）の相  

鉄を可能にする   

発症した人の療養方法や回奄引こついて，家族は不安や悩みを抱えている．また．身近に  

いるからこそ本人の変化もわかる．本人とともに治療に参加し，医療関係者への相散を可  

能にするためには，診療報酬の改定が必要だ．  

3．家族（介謙者）の疾患や治療方法，固動こついての学習の機会を保障する   

家族（介護者）が，疾患についての知軌治療と回復，地域サービス，危機への対応  

自分白身をどう守るか，法律的な知識や権利擁護の間塩など，系統的に学ぶ機会が必要だ1  

も 退院後の精神疾息のある人の生活について，家族が安心感をもてる支援シス  

テムの槻   

家族（介護者）がいっしょに暮らす場合も．家族（介護者）と別れて暮らす媛合にも，  

安定した暮らしと回復に向けた保健・医療・福祉の支援を全国各地に整えていく・  
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3．家族支援専門員の養成と配正   

家族全体を支壊する専門職としての家族支壊専門鼻を養成する．家族支援専門員は他の  

職種と連携し．家族（介諾者）の不安を軽減し，発症した家族との関わり方について家族  

（介護者）とともに考え，家族内のストレスの廃滅を図る．   

発症した人の兄弟や子どもへの支援も行い，家族の発症によって大きく環境が変化した  

家庭内の調艶 必要な支援を行う．当事者・家族の経験と意見を反映させた家族支援等門  

貞の養成のためのカリキュラムの開発を行う．   

養成した家族支援等門真を当面Iも 現在の生活支援センター，精神科病院・クリニック  

に配せしていく．将来整備される地域メンタルヘルスチームには必ず配置する．  

4．医療機関での家族相談   

家族の相談が診療報酬に反映されるように．診療報酬の改定を行う．  

5．住まいの制札医療と補祉が連携したケアマネジメントに基づく支援システ  

ムの構築．地域格差のない社会資源の配正   

家族と暮らす精神疾患のある人への支接に加え，家族と離れて暮らす精神疾患のある人  

への地域医療・他校生清支援を進める．グループホームやアパートの確保，その人にとっ  

て必要とされる医療や保健・格祉が連携した文壇を総合的にケアマネジメントして行う．  

支援の必要度は1人1人違いがあるため，経とどこで暮らすかを選択でき′ 地域で孤立し  

ない支援を受ける権利が行使できる支援システムを全国に整備する．  

氏 家族会への支援   

家族会活動が安定的に実施できるような場所の確保や人的な支援を行う．  

が有効であるかについて貴重な情報をもっている．さらに家族はサービス発展に情報を与  

えうる幅広い技能と知職を有している．そして，家族は年間数百ポンドの公的サービスを  

節減している．   

一方で，長期の柵神保健閉居を有する人の介護をしている人は，精神保健問題を有する  

率が一般人口の3倍であることも指摘している．   

介横着の回復のビジョンとして，まず介護している人が健やかであること．介護者が充  

実した生活を送ること，愛をもって離れる能力，ありのままを受け入れること，喜びが戻  

ることとしている．   

そのための家族介入のアプローチとして，家族のニーズによる介入．情報共有．技能獲  

得とコミュニケーションを重視し，家族と専門家の共同作業関係の重要性を措帰している．  

研究の結果の1つとして，家族介入を行ったグループの再発率が大きく低下していること  

を示しており，家族支援が当事者の回復を大きく手助けすることを示している．  

家族介入研究：  
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E．故事をt及させるために曲事となる饉済杓美嚢や鯵攫輔酬改打  

1．闇査研究潰  

すでに実施されている家族の実態を把握する調査簿果をもとに，全国的な  

調査を実施する．その調査研究費が必要である．  

2．家族支援専門員養成のカリキュラムの開発研究費  

3．家族支凛専門員養成研修のための費用  

4．家族支援専門員の配tのための費用  

5．家族相恢のための診療報酬  

医療機関で柏餅をする際の診療報酬の改定．  

6．家族（介護者）への体系的な学習プログラムの開発  

7．事務所費用と人的支援  

家族会活動のための拠点として′ 恒常的に利用できる公的施設の捷供，及び  

事務所借り上げ費用の補助を行うこと．その事務局運営のための人的支援が  

必要である．  
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D．■♯的な故事集（微傷目標と＃闊を含む）  

1．実態の把握   

家族（介護者）の負担を始め，そのおかれている状況を明らかにしていくための実態調  

査を行う．先行事例を参考にしながら．全国的な肝査を実施する，  

2．保ず者制度の廃止   

精神保健福祉法における保護者制度を廃止する．入院治療が必要な精神疾患のある人が  

入院に同意しない場合の入院の必要性の判定については，新たな機関を設置し，家族の同  

意による入院を廃止する．  
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